
（令和 3 年 2 月 8 日専決） 

令和２年度奄美市一般会計補正予算（第１１号）の概要 

 

「奄美市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業（第５弾）」 

 

 

 

 

国の緊急事態宣言や県内・奄美大島における感染者の発生状況等を踏まえ，

今後のウィズコロナも見据えた「市としてやるべきこと」・「今できること」を

整理し組み立てたもの。 

 

 

 

 

今回の補正額     44,231 千円 （全額国庫補助金） 

 

一般会計の計   41,081,008 千円  （410.8 億円） 

  

 

 

 

 

■今回の事業費      107,031 千円 （市単独，国庫補助） 

   

■財源内訳 

国庫補助金      44,231 千円 （補正予算額） 

コロナ交付金   62,800 千円 （現行予算組替） 

 

■コロナ関連予算累計     6,338,320 千円 

    うち国庫補助金等    4,898,964 千円 

臨時交付金        976,440 千円 

財政調整基金        462,916 千円 

           

 （これまでのコロナ予算の累計：前年度 3 月～今回 2 月補正:第 5 弾まで） 

（新型コロナ対応地方創生臨時交付金は 1 次・2 次配分を計上） 

（今回補正後の財政調整基金残高 3,189 百万円） 

                

１．予算の考え方 

２．予算規模 

３．予算内訳 



 

総事業費 107,031 千円 

 

感染拡大防止対策  51,231 千円 

 

■新型コロナ検査助成事業  2,000 千円 

新型コロナ行政検査（ＰＣＲ）に関する対象者の自己負担分を助成する。 

〇内容 1 人 4,000 円（上限）（500 人を想定） 

 

■新型コロナ療養者支援事業  5,000 千円 

新型コロナに感染し，島外施設へ搬送され療養された感染者への支援。 

帰路にかかる自己負担分の旅費の一部を助成する。（100 人を想定） 

〇内容 1 人 3 万円（上限）（付添 1 名まで対象 4 万円を上限） 

 

■新型コロナワクチン接種推進事業  44,231 千円（全額国庫） 

 新型コロナワクチン接種の体制を構築し，円滑に事業を推進する。 

 ○内容 人件費，会場費，システム費，接種業務委託費 など 

 

■新型コロナウイルスワクチン接種推進室の設置 

 新型コロナウイルスワクチン接種の実施に向け，県・医療機関・関係機関等

との連携調整に迅速かつ適切に対応するため「推進室」を設置し対応する。  

 

事業所支援  55,800 千円      

 

■店舗感染防止対策支援事業  実施中 （計上済） 

店舗の更なる感染防止対策に要する費用の一部を助成する。 

○内容 1 店舗あたり上限 10 万円（補助率 10/10） 

 

■感染防止対策宣言店舗等応援事業  25,000 千円 

感染防止対策を実施した店舗を対象に，安心して利用できる「プレミアム商

品券」を発行し，対策に積極的に取り組む店舗を応援するとともに，感染防止

対策の店舗拡大を促進する。 

○対象 感染防止対策を実施した登録店舗 

○内容 登録店舗限定「プレミアム商品券」の発行 

    販売額 3,000 円（5,000 円分の商品券 プレミアム率 66％） 

    商品券総額 50,000 千円 

 ○実施 令和 3 年 2 月中旬～ 

     事業周知～店舗登録・販売募集・抽選～使用開始（4 月上旬） 

４．事業内容 



■新規サービス展開促進事業  21,000 千円 

新型コロナの影響が見通せない中，外出自粛や店舗の営業時間短縮の動きな

どウィズコロナを見据え，事業継続のための新たなサービスを展開する店舗等

を支援する。 

○対象 奄美市内の飲食店・小売店を対象に，新たにテイクアウトやデリバ

リー等のサービスを実施する事業者 

令和 3 年 1 月 1 日以降に事業開始し実施中の者 

100 事業者の参加を想定 

○内容 新たなサービス展開にかかる費用を助成 

    1 店舗あたり上限 20 万円（補助率 10/10） 

     助成額 100 店舗×20 万円 

○実施 令和 3 年 3 月中（申請受付開始） 

 

 

■タクシー事業者等緊急支援事業  9,800 千円 

飲食店の夜間営業時間短縮による影響の大きいタクシーや運転代行事業者

に対し，事業や雇用継続のための支援金を給付する。 

○対象 タクシー・運転代行事業者 

奄美市内に事業所があり営業中の事業者 

許可機関に営業登録している事業者・台数を対象 

タクシー9 事業者，運転代行事業者 16 事業者を想定 

○内容 1 事業者あたり 5 万円（一律） 

1 台あたり 5 万円 

 ○実施 令和 3 年 2 月中旬（申請受付開始） 

 

 


